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　平成18年10月1日に供用開始いたしました広富地区国道山側（佐伯地先～㈱藤田水産）について、
今年9月30日が期限となっております。　
　補助制度及び貸付制度をご利用される方は、期限内に下水道接続工事が完成されますようお願いいたし

ます。

公営・単身者・町有住宅入居者募集
■申込方法
　生活環境課または各支所にある申込書に必要事項
を記入の上、下記書類を添付し申し込みください。
　①入居希望者全員の住民票
　②昨年の所得がわかる書面（収入のある方全員の
源泉徴収票のコピーまたは所得証明書等）
■申込締切　　９月１５日（火）
■その他
　入居が決定した場合、町内在住の所得のある方２名
の連帯保証人（１名は留萌管内の在住であれば可能で
す）が必要となります。

■公営住宅
■第２旭団地（小平町旭町3）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
①S４２建築
（H4年改善） ２DK 43.6㎡ １戸 9,500円 ～ 14,100円
②S４４建築
（H3年改善） ２DK 41.8㎡ １戸 9,000円 ～ 13,400円
■新町団地（小平町新町2）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
①S５５建築 ３DK 66.9㎡ ２戸 15,700円 ～ 23,400円
■緑風団地（鬼鹿田代）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
②S５７建築
（H21年改善） ３LDK 63.7㎡ １戸 11,300円 ～ 16,800円
■高台団地（鬼鹿港町）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
①S５８建築 ３LDK 70.9㎡ ２戸 16,500円 ～ 24,600円
②S６１建築 ３LDK 67.6㎡ １戸 16,500円 ～ 24,500円

※家賃は家族構成や収入によって変動します。
※入居資格は住居に困窮しており、収入基準月額が原則として15万8千円を超えな
　いこととなっています。
※詳しくはお問い合わせください。

■単身者住宅
　45歳未満の独身又は単身者（単身赴任等）が入居できます
■新興団地（小平町旭町）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
②H　６建築 １LDK 49.9㎡ １戸 27,000円
①H１０建築 １LDK 49.9㎡ １戸 31,000円
■学園団地オニィー（鬼鹿港町）

建築年 間　取 面　積 戸　数 家　　賃
①H　９建築 １LDK 49.9㎡ １戸 29,000円
◎問い合わせ先
　生活環境課管理係　156－2111（内線242・243）
　鬼鹿支所　157－1111　達布支所　158－1111

■町有住宅
■達布地区

建築年 面　積 戸　数 家　　賃
①S４９建築 77.67㎡ １戸 11,200円 ～ 24,400円
②S５２建築 70.74㎡ １戸 12,000円 ～ 26,800円
③S５３建築 70.74㎡ ２戸 12,000円 ～ 26,800円
④S５６建築 67.41㎡ １戸 12,800円 ～ 28,900円
■本郷地区

建築年 面　積 戸　数 家　　賃
①S５３建築 70.74㎡ １戸 12,000円 ～ 26,800円
②S５４建築 72.26㎡ １戸 12,200円 ～ 27,400円

※入居資格は以下のとおりです。
　⑴町内に住居を有する者、あるいは有することとなる者であること。
　⑵町内で就労している者、あるいは就労することとなる者であること。
　⑶現に住宅に困窮している者であること。
　⑷住宅使用料を支払う能力を有する者であること。
※家賃は家族構成や収入によって変動します。
※建築年度が古いため、入居申請時に必ず住宅を確認の上申請するよう
　お願いします。

　下水道の設置は、道路や公園のように一般の公共施
設と違い、整備することによって利用できる方が限ら
れてきます。
　このため、下水道の建設費を町税などの税金だけで
まかなおうとすると、下水道の恩恵を受けない方にま
で負担をかけることになります。
　そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によっ
て利便を受ける方に負担していただくことによって、
より一層の整備をしようというのが「受益者分担金」
の制度です。

受益者分担金とは･･･ ９月は受益者分
担金の２期目の
納期です！

９月末までに納
入をお願いいた
します！


